
Webasto 基本納品契約に関する覚書 

 

発注者 

1. [会社名] 

  [住 所] 

  [代表者] 

 

‐「Webasto」‐ 

受注者 

2. [会社名] 

  [住 所] 

  [代表者] 

‐「サプライヤー」‐ 

 

‐Webasto およびサプライヤーはそれぞれ「当事者」または総称して「両当事者」という。‐ 

 

本覚書の英語版と翻訳版との間に齟齬がある場合、英語版が法的拘束力を有する。 

 

両当事者は、両当事者の間で 20XX 年 XX 月 XX 日付で締結した「Webasto 基本納品契約」（これと一体

となる Webasto 一般条件（2020 年 7 月版）及びその他の契約、規約及びガイドラインを含む。以下「原

契約」という。）の条項を一部修正し、または確認するために、以下のとおり合意した（以下「本覚書」と

いう。）。両当事者は、両当事者間の納品契約に対し、下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」という）

の適用がある限りにおいて、本覚書が適用されるものであることに合意する。なお、本覚書における用語

の定義は、特段の規定がない限り、原契約と同様の意義を有するものとする。 

 

1. 競争力 

Webasto 基本納品契約 7 の規定及び Webasto 一般条件 8.2 の規定は、両当事者の間で既に成立して

いる個別の納入契約に対しては遡及して適用することはできないものとする。Webasto は、当該納入

契約の全部または一部を、Webasto 基本納品契約 7 の規定または Webasto 一般条件 8.2 の規定に基

づいて、解除することはできないものとする。 

 

2. Webasto 一般条件 9.2 の規定は、以下のとおり修正されるものとする。 

 

注文書に期限を短縮する旨の別段の合意がない限り、サプライヤーの請求書は、契約上合意されてい

る成果物の危険負担の Webasto への移転にかかわらず、成果物（1 つもしくは複数）の現実の受領か

ら 60 日後に支払期限が到来するものとする。請求書は、現行の法定仕様に合致するものとし、特に、

VAT（付加価値税）識別番号または税番号、納入日または役務履行日、請求される成果物の個数およ

び種類が記載されているものとする。さらに、サプライヤー番号、貨物納入通知書番号、注文書番号

および日付（または納入契約および／または納入指示書の番号）も請求書に記載するものとする。

Webasto は、完全な注文書番号が記載されていないいかなる請求書も拒否することができる。相応の

訂正がなされた請求書の受領をもって、合意された支払期間の開始とする。 

 

3. Webasto 一般条件 9.3 の規定は、以下のとおり修正されるものとする。 

 

早期納入を受け入れた場合 Webasto が仮受領であることを明示して早期納入を受け入れた場合でな

い限り、現実の受領日を起算日として支払期限は定められるものとする。支払いは、請求書を検証し

た上で、銀行間振替、小切手、または合意がある場合はクレジットノート（貸方伝票）の手続きによ

り行われるものとする。 

 

4. 知的財産権の対価 

Webasto 一般条件 14.5 及びその他の原契約の知的財産権に関する規定に関し、両当事者は、以下の

事項を確認する。 



 

個別の納入契約に特段の明示の規定がない限り、原契約及び納入契約に基づいてサプライヤーから

Webasto に対して移転し、又はライセンスされる財産権の対価は、納入契約における成果物の代価に

含まれているものとする。 

 

5. Webasto 一般条件 21 の規定は、以下のとおり修正されるものとする 

 

Webasto は、Webasto が、サプライヤーに対して現在有している債権（以下「本債権」という。）で、

サプライヤーが Webasto に対して有している債権と相殺する権利を有している。ただし、(i) 本債権

は支払期限が到来している必要があり、(ii) 成果物の代金の支払期限が到来していない場合に、当該

成果物に使用される原材料等の代金でサプライヤーが負担するものの支払をもたらすものであって

はならない。前記(ii)に関して明確化すると、Webasto は、本債権と、サプライヤーが納入契約のため

に購入した原材料等の代金とを、当該原材料等が使用される当該納入契約の代金の支払期限よりも前

に相殺することを禁じられる。要請があれば、会社の既存持分に関する情報をサプライヤーに提供す

る。 

 

6. Webasto 一般条件 22 の規定は、以下のとおり修正されるものとする。 

両当事者は、Webasto 一般条件 22.1 及び 22.3 f)の規定の適用は排除するものとする。 

 

7. 原契約の維持 

両当事者は、本覚書に別段の規定がある場合を除き、納入契約には原契約のその他の規定が変更され

ることなく適用されることを確認する。 


